
  
 

一

 
 

 

特
定
人
権
侵
害
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
案 

目
次 

 

第
一
章 
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

 

第
二
章 

各
議
院
等
に
よ
る
内
閣
等
に
対
す
る
報
告
又
は
記
録
の
提
出
の
要
求
等
（
第
三
条
・
第
四
条
） 

 

第
三
章 

特
定
人
権
侵
害
行
為
へ
の
対
処
の
た
め
の
措
置
（
第
五
条
―
第
八
条
） 

 

第
四
章 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
（
第
九
条
・
第
十
条
） 

 

附
則 

 
 

 

第
一
章 

総
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
諸
外
国
の
人
権
状
況
が
国
際
社
会
全
体
の
正
当
な
関
心
事
で
あ
り
、
か
つ
、
国
際
平
和
の
基
礎
で
あ

る
人
権
を
擁
護
す
る
こ
と
が
全
て
の
国
の
重
要
な
責
務
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
定
人
権
侵
害
行
為
へ
の
対
処
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 



 

  
 

二

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
人
権
侵
害
行
為
」
と
は
、
国
際
人
権
法
（
国
際
人
権
規
約
（
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文

化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
及
び
そ
の
選
択
議
定
書
並
び
に
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
及
び
そ
の
選

択
議
定
書
を
い
う
。
）
、
強
制
労
働
の
廃
止
に
関
す
る
条
約
（
第
百
五
号
）
、
拷
問
及
び
他
の
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
又
は

品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
又
は
刑
罰
に
関
す
る
条
約
、
女
子
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
条
約
そ
の

他
の
人
権
の
擁
護
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
い
う
。
）
に
定
め
る
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、

当
該
行
為
が
あ
っ
た
外
国
に
お
け
る
当
該
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
又
は
当
該
行
為
に
よ
る
被
害
の
救
済
に
係
る
手
続

に
よ
っ
て
は
当
該
行
為
に
係
る
人
権
状
況
の
改
善
が
見
込
ま
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。 

 
 

 

第
二
章 

各
議
院
等
に
よ
る
内
閣
等
に
対
す
る
報
告
又
は
記
録
の
提
出
の
要
求
等 

 

（
内
閣
等
に
対
す
る
報
告
又
は
記
録
の
提
出
の
要
求
） 

第
三
条 

各
議
院
又
は
各
議
院
の
委
員
会
若
し
く
は
参
議
院
の
調
査
会
（
次
項
に
お
い
て
「
各
議
院
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
特

定
人
権
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
案
に
関
す
る
調
査
の
た
め
、
内
閣
又
は
国
の
行
政
機
関

に
対
し
、
必
要
な
報
告
又
は
記
録
（
第
五
条
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
性
に
つ
い
て
の
判
断
に
係
る
も
の
を
含
む
。
同
項
及
び

同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
出
を
求
め
た
と
き
は
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に



  
 

三

よ
り
、
そ
の
求
め
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
各
議
院
等
は
、
前
項
の
求
め
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
報
告
又
は
記
録
を
提
出
す
べ
き
期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
議
員
の
派
遣
に
係
る
特
別
の
配
慮
） 

第
四
条 

各
議
院
は
、
特
定
人
権
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
案
に
関
す
る
調
査
の
た
め
国
会

法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
事
案
に
係
る
外
国
に
議
員
を
派
遣
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

 

第
三
章 

特
定
人
権
侵
害
行
為
へ
の
対
処
の
た
め
の
措
置 

 

（
政
府
に
よ
る
必
要
な
措
置
の
実
施
） 

第
五
条 

政
府
は
、
第
三
条
第
一
項
の
求
め
に
係
る
報
告
又
は
記
録
に
係
る
情
報
そ
の
他
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
に
基
づ
き
当

該
求
め
に
係
る
特
定
人
権
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
人
権
侵
害
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る

国
際
的
動
向
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
五
条
第
三
項
又
は

第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
、
政
府
開
発
援
助
等
の
国
際
的
な
協
力
活
動
の
適
正
性
の
確
保
の
た
め
の
措
置
そ



 

  
 

四

の
他
の
当
該
特
定
人
権
侵
害
行
為
に
係
る
人
権
状
況
の
改
善
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
被
害
者
の
保
護
及
び
支
援
） 

第
六
条 
政
府
は
、
特
定
人
権
侵
害
行
為
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
を
保
護
し
、
及
び
支
援
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
会
へ
の
報
告
等
） 

第
七
条 

政
府
は
、
前
二
条
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
、
速
や
か
に
、
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
国
際
的
な
連
携
の
強
化
） 

第
八
条 

政
府
は
、
特
定
人
権
侵
害
行
為
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
外
国
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の
情
報
の
交
換
そ
の
他
国

際
的
な
連
携
の
強
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
四
章 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正 

 

（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



  
 

五

 
 

目
次
及
び
第
二
章
の
章
名
中
「
維
持
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
条
第
一
項
中
「
維
持
」
の
下
に「
又
は
特
定
人
権
侵
害
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
特
定
人
権
侵
害
行
為
へ
の
対
処
」
を
、
「
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
三
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
「
同

項
の
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
の
閣
議
決
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一 

対
応
措
置
を
講
ず
べ
き
理
由 

 
 

二 

講
ず
べ
き
対
応
措
置
の
内
容 

 
 

三 

対
応
措
置
を
講
ず
べ
き
期
間 

 
 

四 

そ
の
他
対
応
措
置
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項 

 
 

第
五
十
三
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。 

 

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

  
 

六

 
 

第
五
条
第
一
項
第
九
号
ロ
及
び
ハ
中
「
第
二
十
四
条
各
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中

「
第
二
十
四
条
第
四
号
オ
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
オ
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
務
大
臣
は
、
閣
議
の
決
定
を
経
て
特
定
人
権
侵
害
行
為
（
特
定
人
権
侵
害
行
為
へ

の
対
処
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
特
定
人
権
侵
害
行
為
を
い
う
。
第
二
十
四

条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
与
す
る
者
と
し
て
指
定
を
す
る
者
の
上
陸
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
十
九
条
の
五
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
四
号
ロ
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
ロ
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
務
大
臣
は
、
閣
議
の
決
定
を
経
て
特
定
人
権
侵
害
行
為
に
関
与
す
る
者
と
し
て
指
定

を
す
る
者
に
つ
い
て
、
次
章
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
り
、
本
邦
か
ら
の
退
去
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
十
四
条
の
二
中
「
前
条
第
三
号
の
二
」
を
「
前
条
第
一
項
第
三
号
の
二
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
四
条
の
三
中
「
第
二
十
四
条
第
二
号
の
四
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中



  
 

七

「
第
二
十
四
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
七
条
、
第
三
十
一
条
第
三
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
」
を
「
第
二
十

四
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
各
号
の
一
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
「
該
当
す

る
者
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
」
を
加
え
、
「
ま
つ
て
」
を
「
待
つ
て
」

に
、
「
虞
」
を
「
お
そ
れ
」
に
、
「
ま
た
ず
」
を
「
待
た
ず
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
各
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
「
い
ず
れ
か
に
該
当
し
」
の

下
に
「
、
又
は
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
四
十
六
条
中
「
第
二
十
四
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第
六
項
及
び
第
四
十
九
条
第
四
項
中
「
第
二
十
四
条
各
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一

項
各
号
」
に
、
「
該
当
し
な
い
」
を
「
該
当
せ
ず
、
又
は
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
四
条
第
五
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
第
二
十
四
条
各
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
「
該
当
し
て
」
の
下
に
「
、
又
は
同
条
第
二
項
の
指
定



 

  
 

八

を
受
け
て
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
十
一
条
の
二
の
四
第
一
項
第
五
号
中
「
第
二
十
四
条
第
三
号
」
を
「
第

二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
十
一
条
の
二
の
六
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
各
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
「
こ
と
」
の
下
に

「
又
は
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
て
い
た
こ
と
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
各
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第

一
項
各
号
」
に
、
「
該
当
す
る
」
を
「
該
当
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
各
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
該
当
す
る
」
を
「
該
当
し
、
又

は
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
七
十
四
条
の
八
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 



  
 

九

第
二
条 

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
三
項
中
「
第
二
十
四
条
第
三
号
の
四
イ
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
四
イ
」
に
改
め
る
。 

 

（
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法

律
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第
六
項
、
第
四
十
九
条
第
四
項
」

を
削
り
、
「
第
二
十
四
条
各
号
」
と
あ
り
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の

指
定
を
受
け
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に

関
す
る
特
例
法
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
と
、
入
管
法
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条

第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
明
ら
か
に
該
当
す
る
者
又
は
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
」
と
あ
る

の
は
「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
第
二
十
二
条
第

一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
明
ら
か
に
該
当
す
る
」
と
」
に
、
「
第
二
十
四
条
各
号
の
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
の
」



 

  
 

一
〇

に
改
め
、
「
い
ず
れ
か
に
該
当
し
」
の
下
に
「
、
又
は
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
」
を
、
「
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同

じ
」
を
加
え
、
「
あ
る
の
は
、
」
を
「
あ
る
の
は
」
に
、
「
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
」
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号

の
い
ず
れ
か
」
と
、
入
管
法
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第
六
項
及
び
第
四
十
九
条
第
四
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一

項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
又
は
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
国
と
の
平
和
条
約

に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
」
」
に
改
め
る
。 

 

（
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
百
七
十
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
各
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
該
当
す
る
」
を
「
該
当
し
、

又
は
同
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
」
に
改
め
る
。



  
 

一
一

 
 

 
 
 

理 

由 

 

諸
外
国
の
人
権
状
況
が
国
際
社
会
全
体
の
正
当
な
関
心
事
で
あ
り
、
か
つ
、
国
際
平
和
の
基
礎
で
あ
る
人
権
を
擁
護
す
る
こ

と
が
全
て
の
国
の
重
要
な
責
務
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
定
人
権
侵
害
行
為
へ
の
対
処
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


